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【納入通知書払い対象施設の納付方法】 

 し尿処理手数料は、月末締めで翌月末納入期限とする納入通知書（納付書）により、松江市の指定金融機関等で納付して下さい。 
 

  例）平成26年10月汲取り分 → 11月中旬に発送する納入通知書（納付書）により、11月末までに金融機関で支払う。 


